
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    丹波篠山市 

 

 

 

サービスを利用する時に必要なもの 

＊利用には以下 2つが必要 

① 「通所サービス受給者証」 

受給者証には、利用できるサービスの 

種類や量、利用者負担上限月額等が記載

されています。申請は市社会福祉課でで

きます。 

＜申請に必要なもの＞ 

印鑑 ・ 個人番号カード（又は個人

番号通知カード及び本人確認書類） 

② 「サービス利用計画」 

何のためにサービスを利用するのか、 

その目標や計画が記載された計画です。

この計画に基づいて、サービスを利用し

ていただきます。なお計画は基本的には

相談支援専門員が作成します。 

 

 ＊相談支援専門員とは…お子さまや家

族の意向を聞き取り、より自立した日常

生活・社会生活を営むことができるよう

に相談支援をする人です。サービス利用

申請の時に専門員を選んでいただきま

す。 

＜福祉サービス（通所サービス） 

利用の流れ＞ 

 

① 市社会福祉課又は相談支援事業所へ

相談。 

               

② 市社会福祉課で通所サービスの申請

及び計画相談支援事業所の申請。 

 

③ 相談支援専門員がお子さまや家族と

面談し、サービス利用計画を作成。 

 

④ 相談支援専門員がサービス利用計画

（案）を市社会福祉課に提出。 

 

⑤ サービス利用計画（案）に基づき市

が支給決定をし、受給者証をご家庭

に送付。 

 

⑥ ご自宅に届いた受給者証を相談支援

専門員及びサービス利用事業所に提

示し、サービスを利用。 

あんしん 

子育てガイド 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=http://www.town.ibaraki.lg.jp/kosodate/nyuugaku/hoiku/kosodatesienn/sisetugaiyou/1483602305818.html&psig=AOvVaw2f86J7QCt4VWqaO05gvaJV&ust=1594889024021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi2y-fuzuoCFQAAAAAdAAAAABAF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育園に通っているが、

なかなか集団行動に馴染

めない。 

支援者が保育園に訪問しま

す。集団生活での対応等につ

いて一緒に考えましょう。 

＜サービス種類＞ 

保育所等訪問支援 

（幼稚園・小学校等も含む） 

気になることはありませんか？ 

こんな相談ができます 

近所のお友達に比べて

言葉が出にくい。はっ

きり発音ができない。 

ことばの教室（言語訓練）を受けて

みましょう。 

＜サービス種類＞ 

① 児童発達支援事業（就学前） 

②放課後等ディサービス（就学後） 

◎ケース 1 ◎ケース２ 

２ 

他にもこんなサービスが… 

＜短期入所＞ 

自宅で育児を行なう者の疾病その他

の理由により、一時的に夜間を含め

て食事・入浴等の介護を行います。 

＜行動援護＞ 

多動等により移動中に介護が必要

な時に、ヘルパーが同行して介助

をします。 

＜サービス利用時の費用＞ 

利用料の１割を負担していただきます。 

月ごとの利用者負担は、世帯の所得に応じて上限額が決められています。 

◎生活保護受給世帯               … ０円 

◎市町村民税非課税世帯             … ０円 

◎市町村民税課税世帯の人            … ４，６００円（通所の方） 

  （所得割 28万円未満）             ９，３００円（施設入所の方） 

◎上記以外                   … ３７，２００円 

＊上記以外に事業所での食事代や行事費等については、別途負担が必要です。 

【お問い合わせ窓口】 

丹波篠山市社会福祉課（第２庁舎１階） 

住所：丹波篠山市北新町 41 

TEL：０７９－５５２－７１０２ 

FAX：０７９－５５４－２３３２ 

http://www.illust-box.jp/sozai/46372/
http://www.illust-box.jp/sozai/46374/
http://www.illust-box.jp/sozai/46374/
http://www.illust-box.jp/sozai/46372/
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.kamisushakyo.com/64/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiR6cKMqNPLAhVBMGMKHS-PDfQQwW4IJjAI&usg=AFQjCNHwvqQvmX6-hQusqd50Kd8clhqF4A

